
市
営
住
宅
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す

　

市
は
、
市
営
住
宅
の
管
理
代
行

者
に
埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社

（
TEL
2
4
9
︲
4
8
7
7
）を
指
定

し
ま
し
た
。
家
賃
の
収
納
・
入
居

者
の
募
集
な
ど
に
つ
い
て
は
、
同

公
社
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

市
営
住
宅
に
入
居
を
希
望
す
る

方
は
、
次
の
①
～
⑥
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
す
。

単
身
高
齢
者
向
け
の
住
宅
は
、
①

③
④
⑤
⑥
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
、
六
十
五
歳
以
上
の
方
で
す
。

①
市
内
に
住
所
が
あ
る

② 

同
居
親
族
が
い
る
（
予
定
を
含

む
）

③ 

住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
（
自
己
所
有
住
宅
・
公
営

住
宅
な
ど
に
住
ん
で
い
な
い
）

④ 

入
居
予
定
者
全
員
の
収
入
総
額

が
基
準
額
以
内
で
あ
る
（
高
齢

者
・
障
害
者
世
帯
な
ど
は
、
一

般
世
帯
よ
り
収
入
基
準
を
緩

和
）

⑤
市
県
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

⑥ 

申
込
者
や
同
居（
し
よ
う
と
す

る
）親
族
が
暴
力
団
員
で
な
い

　
「
入
居
者
募
集
の
し
お
り
」
は

10
月
26
日
㈪
か
ら
11
月
10
日
㈫
ま

で
住
宅
課（
本
庁
舎
三
階
）・
出
張

所
・
連
絡
所
・
本
川
越
駅
証
明
セ

ン
タ
ー
・
埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社

川
越
支
所
で
配
布
し
ま
す
。

申�

し
込
み
…
し
お
り
の
市
営
住
宅

入
居
申
込
書
に
必
要
事
項
を
明

記
し
、
11
月
10
日
㈫（
消
印
有

効
）
ま
で
に
〒
3
5
0
︲

1
1
2
4
新
宿
町
一
丁
目
一
︲

一
・
埼
玉
県
住
宅
供
給
公
社
川

越
支
所（
郵
送
可
）

＊
住
宅
課（
本
庁
舎
三
階
）に
持
参

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
住
宅
課

ＴＥＬ
2
2
4
︲
6
0
4
9

川
越
市
水
道
ビ
ジ
ョ
ン

（
案
）に
対
す
る
意
見
募
集

　

上
下
水
道
局
で
は
、
将
来
に
向

け
た
事
業
運
営
の
方
向
性
を
示
す

「
川
越
市
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
策

定
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
策
定
に

向
け
て
同
局
が
作
成
し
た
案
に
対

す
る
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

閲�

覧
・
募
集
期
間
…
10
月
26
日
㈪

～
11
月
30
日
㈪

対�

象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

ま
た
は
利
害
関
係
者

閲�

覧
場
所
…
経
営
企
画
課
・
政
策

企
画
課（
本
庁
舎
四
階
）・
出
張

所
・
連
絡
所

意�

見
の
提
出
方
法
…
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
、
在
勤
・
在
学
の
方

は
勤
務
先
ま
た
は
学
校
名
、
利

害
関
係
が
あ
る
方
は
そ
の
内
容

を
明
記
し
、
〒
3
5
0
︲

0
0
5
4
三
久
保
町
二
〇
︲

一
〇
・
経
営
企
画
課（
郵
送
・

フ
ァ
ク
ス
可
）

＊
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、
閲

覧
・
意
見
の
提
出
が
で
き
ま
す
。

意
見
の
取
り
扱
い

　

提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
す
る
考

え
方
と
、
案
を
修
正
し
た
場
合
の

内
容
を
公
表
し
ま
す
。
類
似
の
意

見
は
取
り
ま
と
め
て
公
表
し
、
個

別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。ま
た
、

個
人
情
報
は
公
表
し
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
…
経
営
企
画
課

ＴＥＬ
2
2
3
︲
3
0
6
2

ＦＡＸ
2
2
3
︲
3
0
7
8

水
曜
日
は
ノ
ー
カ
ー
デ
ー

　

市
で
は
、
11
月
か
ら
来
年
1
月

ま
で
の
毎
週
水
曜
日
を
「
ノ
ー
カ

ー
デ
ー
」
と
し
、
冬
期
の
公
用
車

の
使
用
を
率
先
し
て
抑
制
し
て
い

ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も
、
自
動

車
の
使
用
を
で
き
る
だ
け
控
え
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
大
気
汚
染

防
止
に
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
協

力
が
不
可
欠
で
す
。

問
い
合
わ
せ
…
環
境
保
全
課

ＴＥＬ
2
2
4
︲
5
8
9
4

11
月
は「
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

推
進
月
間
」
で
す

　

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
は
二
酸
化
炭
素

の
削
減
・
燃
料
費
節
約
・
交
通
安

全
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。
自
動
車

を
運
転
す
る
際
は
、
緩
や
か
な
発

進
・
加
減
速
の
抑
制
・
ア
イ
ド
リ

ン
グ
ス
ト
ッ
プ
・
早
め
の
ア
ク
セ

ル
オ
フ
な
ど
の
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
を

実
践
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
…
環
境
政
策
課

ＴＥＬ
2
2
4
︲
5
8
6
6

建
築
物
実
態
調
査
を

実
施
し
ま
す

　

国
土
交
通
省
で
は
、
住
宅
・
建

築
行
政
な
ど
の
基
礎
資
料
と
す
る

た
め
、
建
築
物
実
態
調
査
を
毎
年

実
施
し
て
い
ま
す
。
次
の
調
査
区

域
を
11
月
2
日
㈪
か
ら
16
日
㈪
ま

で
の
間
に
、
調
査
員
が
訪
問
し
ま

す
。
な
お
調
査
内
容
は
、
統
計
上

の
目
的
以
外
に
使
用
し
ま
せ
ん
。

調
査
員
が
伺
い
ま
し
た
ら
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調�

査
区
域
…
寺
尾
・
稲
荷
町
・
大

塚
新
田
・
今
福
・
笠
幡
・
上
戸

の
一
部
地
域

問
い
合
わ
せ
…
建
築
指
導
課

ＴＥＬ
2
2
4
︲
5
9
7
4

年
末
調
整
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

　

川
越
税
務
署
で
は
、
平
成
21
年

分
の
年
末
調
整
説
明
会
を
次
の
日

程
で
開
催
し
ま
す
。
正
し
い
年
末

調
整
を
行
う
た
め
、
給
与
な
ど
の

支
払
者
は
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日�

時
…
11
月
16
日
㈪
、
午
後
2
時

～
4
時

会
場
…
市
民
会
館

＊
駐
車
場
が
狭
い
た
め
、
来
場
に

は
な
る
べ
く
電
車
・
バ
ス
な
ど
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
…
市
民
税
課
個
人
住

民
税
担
当

ＴＥＬ
2
2
4
︲
5
6
4
0
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市
民
講
座
の
講
師
を
募
集

し
ま
す

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
企
画
運
営
す

る「
市
民
講
座
」
の
講
師（
講
座
主

宰
者
）を
募
集
し
ま
す
。

対�

象
…
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
成
人（
資
格
・
経
験
な
ど
は

問
い
ま
せ
ん
）

講�

座
の
内
容
…
テ
ー
マ
・
内
容
は

自
由
。
た
だ
し
、
①
～
③
に
当

て
は
ま
る
も
の
は
応
募
で
き
ま

せ
ん
。
①
家
元
制
度
・
関
係
団

体
・
組
織
な
ど
へ
の
入
会
を
義

務
付
け
る
も
の
②
特
定
の
政

治
・
宗
教
活
動
、
企
業
・
職
業

の
宣
伝
を
す
る
も
の
③
営
利
な

ど
を
目
的
と
す
る
も
の

会
場
予
定
施
設
…
公
民
館
ほ
か

応�

募
手
続
き
…
10
月
27
日
㈫
か
ら

公
民
館
な
ど
で
配
付
す
る
募
集

案
内
の
、
申
込
書
と
企
画
書
に

必
要
事
項
を
明
記
し
、
前
期
＝

12
月
1
日
㈫
～
28
日
㈪
、
後
期

＝
来
年
5
月
1
日
㈯
～
31
日
㈪

に
各
公
民
館

説
明
会
の
開
催

　

来
年
度
前
期（
5
月
～
9
月
）・

後
期（
10
月
～
3
月
）に
講
座
を
始

め
る
と
き
の
手
続
き
や
条
件
な
ど

に
つ
い
て
の
説
明
会
を
、
下
記
の

日
程
で
行
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
同

じ
内
容
で
す
。
当
日
直
接
、
会
場

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日�

時
・
会
場
…
11
月
17
日
㈫
、
午

後
7
時
30
分
～
8
時
30
分
＝
中

央
公
民
館
▼
18
日
㈬
、
午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分
＝
大
東
公

民
館
▼
26
日
㈭
、
午
後
2
時
～

3
時
＝
福
原
公
民
館
▼
27
日

㈮
、
午
後
2
時
～
3
時
＝
伊
勢

原
公
民
館

問
い
合
わ
せ
…
中
央
公
民
館

ＴＥＬ
2
2
2
︲
1
3
9
4

11月は児童虐待防止推進月間です

「守ろうよ 未来を見つめる 小さなひとみ」
　近年、市や児童相談所などで受ける児童虐待の相談件数は、

増え続けています。保護者が「しつけ」と思っていても、子供

に危害が及ぶ場合は「虐待」です。また、虐待をしている親自

身が大変な苦しみを抱えている場合もあります。児童虐待問題

は、その家庭だけの問題ではなく、社会全体で解決すべき重要

な課題です。

　虐待の心配のある子供を見かけたら、市の福祉事務所や県の

児童相談所に連絡してください。あなたが通告した事実は、決

して周囲に知られることはありません。あなたの情報提供が、

子供の安全を守るだけでなく、苦しんでいる親も救うことがで

きるかもしれないのです。

どこに知らせたらいいの？
●平日の日中
子育て支援課・TEL224−5821
川越児童相談所・TEL223−4152
住んでいる地区の民生委員・児童委員、主任児童委員
●休日・夜間
休日夜間児童虐待通報ダイヤル・TEL048−779−1154
　平日＝午後6時15分〜翌日午前8時30分
　土・日曜日、祝・休日、年末年始＝24時間

毛利子来先生の子育て講演会「育てあう子育てとは」
　多数の著書と「たぬき先生」の愛称で親しまれている小児科

医・毛
もう

利
り

子
た ね き

来さん。6万人以上の子供を診察した経験から生ま

れた、子育てのヒントについて語ります。手話通訳と託児あり。

託児の申し込みは、来年1月15日㈮までに電話で子育て支援課。

日�時…来年1月30日㈯、午後2時30分～4時30分（開場＝午後1

時30分～）

会場…やまぶき会館

定員…先着500人

経費…無料

申�し込み…11月2日㈪、午前8時30分から電話・ファクスで子

育て支援課

問い合わせ…子育て支援課・ＴＥＬ224−5821・ＦＡＸ223−8786

シリーズ 285

［安
あ

比
い

奈
な

新
しん

田
でん

］

　青空が広がり、たくさんの人でにぎわった安比奈親水

公園まつり。熱気球試乗会や魚つかみ大会など、家族で

楽しめるイベントがいっぱい。中でも、体験乗馬のコー

ナーは、整理券がすぐに無くなってしてしまうほどの人

気です。馬に乗るときは緊張していた表情も、家族を見

つけると、ぱっと広がる笑顔。「怖かったけど、また乗

りたいね！」。川越の“思い出”が1つ増えていきました。




